
   正 誤 

平成28年12月22日付け岩手県報号外登載一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成28年岩手県条例第73号） 

誤 正 

前項第１号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第２号

から第５号までに掲げる扶養親族（次条において「扶養親族た

る子、父母等」という。）については１人につき6,500円（職

員に配偶者がない場合にあっては、そのうち１人については

11,000円） 

前項第１号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第２号

から第５号までに掲げる扶養親族（次条において「扶養親族た

る子、父母等」という。）については１人につき6,500円（職

員に配偶者がない場合にあっては、そのうち１人については

11,000円） 
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